
令和７年度のへじ体験支援交通費助成要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、様々な形で町に関わる人材を創出し、地域活力の維持・

強化を図ることを目的として、令和７年度の予算の範囲内においてのへじ

体験支援交通費助成金（以下「助成金」という。）を交付するものとし、そ

の交付については、野辺地町補助金等の交付に関する規則（昭和５６年野

辺地町規則第２号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

（助成対象者） 

第２条 助成金の交付を受けることができる者（以下「助成対象者」という。）

は、次の各号のいずれかの活動（以下「助成対象活動」という。）を行う者

であって、当町の住民基本台帳に記録されておらず、かつ、町内に居住し

ていない者とする。 

(1) 町が実施する体験ツアーへの参加 

(2) 町内での就業等体験、文化体験（祭り参加を含む。）、地元住民等との

交流 

(3) 町内施設でのテレワーク 

(4) その他町長が認める活動 

２ 助成対象者は、助成対象活動の様子や当町の魅力等を、ＨＰ、ブログ又

はＳＮＳ等で発信しなければならない。ただし、やむを得ないと町長が認

める場合にはこの限りでない。 

３ 前２項の規定にかかわらず、暴力団員による不当な行為の防止等に関す

る法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員である

者は、補助金の交付を受けることができない。 

 

（助成対象経費等） 

第３条 助成金の交付の対象となる経費（以下「助成対象経費」という。）及

び助成金の額は、次の表のとおりとする。 

助成対象経費 助成金の額 

公共交通機関（タクシーを

除く）を利用して、居住地か

ら野辺地町役場までの移動に

要した往復交通費の実費相当

額 

県内在住者については、助成対象経費

の全額又は１人当たり５，０００円のい

ずれか低い額とする。 

県外在住者については、助成対象経費

の全額又は１人当たり２２，０００円の



いずれか低い額とする。 

 自家用車を利用して、居住

地から野辺地町役場までの移

動に要した１キロメートルに

つき２５円で積算した往復の

燃料費及び往復の高速道路利

用料金の実費相当額 

 県内在住者については、助成対象経費

の全額又は車両１台につき５，０００円

のいずれか低い額とする。 

県外在住者については、助成対象経費

の全額又は車両１台につき２２，０００

円のいずれか低い額とする。 

 

（交付申請） 

第５条 助成金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、助

成対象活動を行う日から起算して７日前までに、のへじ体験支援交通費助

成金交付申請書（様式第１号。以下「申請書」という。）に次の書類を添え

て町長に提出しなければならない。ただし、やむを得ないと認められる場

合はこの限りでない。 

(1) 活動計画書（様式第１号別紙） 

(2) 申請者及び助成対象者全員の現住所を証する書類 

(3) その他町長が必要と認める書類 

２ 町長は、前項に規定する書類以外の書類の提出を求めることができる。 

 

（交付決定） 

第６条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、交付

の可否を決定するとともに、のへじ体験支援交通費助成金交付決定通知書

（様式第２号）により、申請者に通知するものとする。 

２ 助成金の交付決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、助成対

象活動を行うために町を訪問したときは、町職員との面談に応じなければ

ならない。 

 

（交付決定内容の変更） 

第７条 交付決定者は、交付決定の内容に変更が生じたときは、のへじ体験

支援交通費助成金変更承認申請書（様式第３号）を町長に提出しなければ

ならない。 

２ 町長は、前項の変更承認申請書が提出されたときは、その内容を審査し、 

 適当と認められるときは、のへじ体験支援交通費助成金変更承認通知書（様

式第４号）により、交付決定者に通知するものとする。 

 

 



 （実績報告） 

第８条 交付決定者は、助成対象活動が終了した日（以下「完了日」という。）

から起算して３０日以内又は完了日の属する年度の３月末日のいずれか早

い期日までに、のへじ体験支援交通費助成金実績報告書（様式第５号）に

必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。 

 

 （助成金額の確定） 

第９条 町長は、前条に規定する実績報告書の提出があったときは、その内

容を審査し、適当と認めるときは、のへじ体験支援交通費助成金額確定通

知書（様式第６号）により通知するものとする。 

 

 （助成金の請求及び交付） 

第１０条 交付決定者は、前条の規定による助成金の額の確定を受けたとき

は、速やかにのへじ体験支援交通費助成金請求書（様式第７号）を町長に

提出しなければならない。 

２ 町長は、前項の請求書に基づき交付決定者に助成金を交付するものとす

る。 

 

 （交付決定の取消及び助成金の返還） 

第１１条 町長は、交付決定者が提出した申請書その他の提出書類の内容等

に虚偽又は不正があったと認めたときは、助成金の交付決定の全部又は一

部を取消すものとする。 

２ 町長は、前項の規定により交付決定を取消したときは、その内容をのへ

じ体験支援交通費助成金交付決定取消通知書（様式第８号）により通知す

るものとする。 

３ 前２項の規定により助成金の交付決定を取消した場合において、既に助

成金が交付されているときは、町長は、のへじ体験支援交通費助成金返還

命令通知書（様式第９号）により、期限を定めて当該助成金の全額の返還

を命ずるものとする。 

 

（その他） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

 

 

附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 



様式第１号（第５条関係） 

                           年  月  日 

 

野辺地町長 宛 

 

申請者 住所 

                  氏名 

                  連絡先 

 

のへじ体験支援交通費助成金交付申請書 

 

のへじ体験支援交通費助成金の交付を受けたいので、のへじ体験支援交通費助

成要綱第５条の規定により、下記のとおり関係書類を添えて申請します。 

 

記 

 

１ 交付申請額    金          円 

 （内訳） 

移動手段等 補助金の額 

公
共
交
通
機
関 

□鉄道  □バス（路線バス・高速バス）  □航空  

□船舶（フェリー等）  □その他（       ） 

円 

出発地  

対象経費 大 人＠      円×  人＝     円 

子ども＠      円×  人＝     円 

自
家
用
車 

出発地  

円 

出発地から野辺地町役場までの距離 ｋｍ 

対象経費 

＠２５円×   ｋｍ×往復＝       円 

高速道路利用料金             円 

【利用区間：      から       】 

 

２ 助成対象活動の内容 

助成対象活動の 

内容 

該当する活動全て

に☑をつけて、必要

事項を記入してくだ

さい。 

□町が実施する体験ツアーへの参加（ 月 日～ 泊 日） 

□町内での就業等体験（内容：              ） 

□町内での文化体験 （内容：              ） 

□地元住民等との交流（内容：              ） 

□町内施設でのテレワーク（施設名：           ） 

□その他（内容：                    ） 

 
（裏面あり） 



日程     月   日（ ）から   月   日（ ） 

町職員との 

面談希望日時 

・第１希望：   月   日   時   分から 

・第２希望：   月   日   時   分から 

助
成
対
象
者 

申請者 

（続柄：本人） 

氏名  年齢  

住所  

同行者 

（ 続

柄：   ） 

氏名  年齢  

住所  

同行者 

（ 続

柄：   ） 

氏名  年齢  

住所  

同行者 

（ 続

柄：   ） 

氏名  年齢  

住所  

添付書類 

□活動計画書（様式第１号別紙） 

□申請者及び助成対象者全員の現住所を証する書類 

（住民票の写し、マイナンバーカードの写し等） 

□その他必要と認める書類 

※助成対象者欄について、行が足りない場合は、適宜、行を追加又は別途必要な

情報をお知らせください。 

 

３ 同意・誓約事項 

 (1) 私（申請者）は、この申請に関し、申請要件を満たしています。もし、虚

偽が判明した場合は、交付決定の取消しや助成金の返還等に応じます。また、

この取消し等により当方が不利益を被ることになっても、異議は一切申し立

てません。 

 (2) 私（申請者）は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定

する暴力団員でありません。 

 

 

 上記に同意・誓約します。 

 

申請者（代表者）氏名                    

      ※同意・誓約いただけない場合、交付対象となりません。 

 

 

 

 



様式第１号別紙 

 

 

活 動 計 画 書 

 

 

申請者氏名               

 

 

＜本助成金の申請に至った経緯＞ 

 

 

 

＜活動計画＞ 

日  時 主な活動予定 訪問予定先 

  月  日（  ） 

  

  月  日（  ） 

  

  月  日（  ） 

  

※活動計画については、申請時の予定で構いません。 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第２号（第６条関係） 

 

                                   号 

                            年  月  日 

 

 

             様 

 

 

                   野辺地町長            

 

 

のへじ体験支援交通費助成金交付決定通知書 

 

 

年  月  日付けで申請のあったのへじ体験支援交通費助成金につい

て、下記のとおり決定したので通知します。 

 

 

 

記 

 

 

 

１ 交付決定額    金            円 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第３号（第７条関係） 

                           年  月  日 

 

野辺地町長 宛 

 

交付決定者 住所 

                  氏名 

                  連絡先 

 

のへじ体験支援交通費助成金変更承認申請書 

 

年  月  日付け   第   号で交付決定を受けたのへじ体験支

援交通費助成の内容を下記のとおり変更したいので、のへじ体験支援交通費助成

要綱第７条の規定により申請します。 

 

 

記 

 

 

１ 変更内容 

  該当する項目をマークし、下表で変更部があった事項を記入してください。 

 □申請額 

 □内容（移動手段、参加者、希望日程、実施内容等） 

 

移動手段等 補助金の額 

公
共
交
通
機
関 

□鉄道  □バス（路線バス・高速バス）  □航空  

□船舶（フェリー等）  □その他（       ） 

円 

出発地  

対象経費 大 人＠      円×  人＝     円 

子ども＠      円×  人＝     円 

自
家
用
車 

出発地  

円 

出発地から野辺地町役場までの距離 ｋｍ 

対象経費 

＠２５円×   ｋｍ×往復＝       円 

高速道路利用料金             円 

【利用区間：      から       】 

 

 

 （裏面あり） 



助成対象活動の内容 

該当する活動全てに 

☑をつけて、必要事 

項を記入してくださ 

い。 

□町が実施する体験ツアーへの参加 

□町内での就業等体験（内容：             ） 

□町内での文化体験 （内容：             ） 

□地元住民等との交流（内容：             ） 

□町内施設でのテレワーク（施設名：          ） 

□その他（内容：                   ） 

日程     月   日（ ）から   月   日（ ） 

町職員との 

面談希望日時 

・第１希望：   月   日   時   分から 

・第２希望：   月   日   時   分から 

助
成
対
象
者 

申請者 

（続柄：本人） 

氏名  年齢  

住所  

同行者 

（続柄：   ） 

氏名  年齢  

住所  

同行者 

（続柄：   ） 

氏名  年齢  

住所  

同行者 

（続柄：   ） 

氏名  年齢  

住所  

添付書類 

変更があった書類のみ 

提出してください。 

□活動計画書（様式第１号別紙） 

□申請者及び助成対象者全員の現住所を証する書類 

（住民票の写し、マイナンバーカードの写し等） 

□その他必要と認める書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第４号（第７条関係） 

 

                                   号 

                            年  月  日 

 

 

             様 

 

 

                   野辺地町長            

 

 

のへじ体験支援交通費助成金変更承認通知書 

 

 

年  月  日付けで変更承認申請を受けたのへじ体験支援交通費助成

金について、下記のとおり、承認したので通知します。 

 

 

 

記 

 

 

 

１ 変更内容 

 □申請額 

 □内容（移動手段、参加者、希望日程、実施内容等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第５号（第８条関係） 

                           年  月  日 

 

野辺地町長 宛 

 

交付決定者 住所 

                  氏名 

                  連絡先 

 

のへじ体験支援交通費助成金実績報告書 

 

のへじ体験支援交通費助成要綱第８条の規定により、下記のとおり、必要書類

を添えて実績を報告します。 

 

記 

 

１ 助成金算出根拠（往復分を記入） 

項目 移動手段、経路（区間）等 小計 

a 公共交通機関  円 

b 自家用車        ～      ( km)       円 

c 高速道路利用料        ～          円 

助成対象経費（Ａ） (a～c 合計額)                     円 

助成対象限度額（Ｂ）             円×  人(組)  円 

助成額（（Ａ）又は（Ｂ）の金額が低い方） 円 

＜添付書類＞ 

 □経費の支払いを証する書類（領収書等） 

□情報発信したことがわかる書類（投稿のＵＲＬ又は投稿画面のスクリーンシ  

 ョット等） 

 

２ 実施内容 

日にち 実施内容 

  月  日（ ） 
 

  月  日（ ） 
 

  月  日（ ） 
 



様式第６号（第９条関係） 

 

                                   号 

                            年  月  日 

 

 

             様 

 

 

                   野辺地町長            

 

 

のへじ体験支援交通費助成金額確定通知書 

 

 

年  月  日付けで実績報告のあったのへじ体験支援交通費助成金に

ついて、下記のとおり、額を確定したので通知します。 

 

 

 

記 

 

 

 

１ 確定額       金          円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第７号（第１０条関係） 

 

                           年  月  日 

 

野辺地町長 宛 

 

申請者 住所 

                  氏名 

                  連絡先 

 

のへじ体験支援交通費助成金請求書 

 

年  月  日付けで確定の通知を受けたのへじ体験支援交通費助成金

について、下記のとおり請求します。 

 

記 

 

 請求額       金          円 

 

【振込先】 

金融機関 銀行名  支店名  

口座種別 普 通 ・ 当 座 

口座番号 
右づめでご記入
ください。  

       

口座名義人 

ﾌﾘｶﾞﾅ  

漢字  

※振込先が分かる書類（通帳の写し等）を添付してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第８号（第１１条関係） 

 

                                   号 

                            年  月  日 

 

 

             様 

 

 

                   野辺地町長            

 

 

のへじ体験支援交通費助成金交付決定取消通知書 

 

 

年  月  日付け   第   号で交付決定したのへじ体験支援交

通費助成金について、のへじ体験支援交通費助成要綱第１１条の規定により、下

記のとおり、交付の決定を取消す。 

 

 

記 

 

 

交付の決定を取消した日  

取 消 理 由  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第９号（第１１条関係） 

 

                                   号 

                            年  月  日 

 

 

             様 

 

 

                   野辺地町長            

 

 

のへじ体験支援交通費助成金返還命令通知書 

 

 

年  月  日付け   第   号で取消を通知したのへじ体験支援

交通費助成金について、のへじ体験支援交通費助成要綱第１１条の規定により、

下記のとおり、返還を命ずる。 

 

記 

 

１ 返還すべき金額 金          円 

２ 内訳  

３ 返還期限       年   月   日 

４ 返還を命ずる理由  

５ 交付決定年月日       年   月   日 

６ 交付決定額 金          円 

 ※返還すべき金額は、別に町長が発行する納入通知書により納付すること。 

 


